
第 7 章 計画の推進体制・進行管理 

138 
 

 

計画の推進体制・進行管理 

区では、品川区環境基本計画を推進していくために、庁内組織である「環境対策

推進会議」・「環境対策庁内会議」により全庁的な推進調整を図り、施策・事業の総

合的・計画的な取り組みを進めます。 

また、有識者や区民・事業者・団体の代表で構成される「環境活動推進会議」は、

区民の立場および専門的な見地から計画の達成、進捗状況を点検・評価し、計画の

見直し、区に対して助言・提言を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

役 割 

○ 日常生活における環境配慮 

○ 区民団体等による保全活動 

○ 行政への協力 

＜区民（区民団体を含む）＞ 

役 割 

○ 事業活動における環境配慮 

○ 環境保全技術、環境保全製品

等の研究、開発、普及 

○ 地域の環境保全への貢献 

＜事業者（団体を含む）＞ 

役 割 

○ 事務事業の推進 

○ 区民・事業者の取り組みをサポート 

○ 区民・事業者への普及啓発 

＜区＞ 

環境対策推進会議（部長級） 

環境対策庁内会議（課長級） 

連携 

報告 

助言等 

活動の場を 

提供 

運営委託 

＜品川区環境情報活動センター＞ 

役 割 

○環境学習の実施 

○情報発信、普及啓発 

＜環境活動推進会議＞ 

役 割 

○指標の目標達成状況の確認 

○重点プロジェクトの進捗確認 

○取り組み内容への意見提出 

○ECO フェス等の企画・運営 

連携 連携
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区は、行政評価等により、環境関連施策の取り組み状況の把握、評価および次年

度の取り組みへの反映を行っています。 

これまで行っている計画の進行管理に加え、多くの区民が参加できるように、計

画の進捗状況をホームページ等で公開します。 
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